
公益財団法人ソーシャルサービス協会 

第 20回理事会（みなし） 議事録 

 

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

◎収入比率での本部運営費分担の提案 

       内閣府より 1.5％本部管理費（上納金）を止めなさいという指摘を受けての

改善提案。２０１８年度予算で本部運営資金は、本部の賃貸収入のみでは６

００万円不足する。ここ数年未上納が毎年１５０～２００万円あり、本部資

金が枯渇している。 

       今後の本部運営資金について 

①収入比率で本部運営費を分担して頂くことにする。 

②回収過多となった場合は、年度末に調整して事業所に控除措置をとる。 

③費用３カ月分の流動資金を超えるものは、原則として本部へ集中して

頂く。ただし、退職積み立てについては、別に考える。 

 

２．一の事項の提案をした理事の氏名  神田 豊和 

 

３．理事会の決議があったものとみなされた日 

  平成３０年８月２２日 

 

４．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名  濱田 茂 

 

 なお、各理事の同意書及び監事の異議がない旨の書面は、別紙のとおり。 

 

 以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第２３条

の規定にもとづく提案について、理事全員が書面により同意の意思を表示し、各監事が異

議を述べなかったため、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するため

に本議事録を作成し、議事録の作成の係る職務を行った理事が次に署名捺印する。 

 

２０１８年８月２２日 

 

 

                   公益財団法人ソーシャルサービス協会 

                     代表理事   神田 豊和  印 

 


